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被扶養者となる要件を満たしています。 
認定に必要な書類を事業主に提出してください。 
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YES 

扶養後のあなたの家族全体の生計バランスの確認(*1) 
下記の計算式にあなたの状況をあてはめて計算し、『a≧ b』が成立しますか? 

a：(あなたの年間収入―あなたから扶養したいご家族への援助額(又は送金額))÷あなたを含む現家族数 
ｂ：新規に扶養したいご家族の年間収入(あなたからの援助額(又は送金額)を含む) 

あなたは扶養したいご家族の年収の1/12と

同額以上の金額を毎月きちんと送金してい

ますか? 

あなたは扶養したいご家族の年収1/12と 
同額以上の金額を毎月きちんと援助して 
いますか? 

あなたは扶養したいご家族と生計を共にし

ていますか? 

同居していますか? 同居していますか? 

扶養したいご家族は直系尊属六親等内、配偶者(内縁でも可)、子、孫、兄弟姉妹ですか? 

扶養したいご家族の今後1年間の年間収入予定額は、あなたの年収の1/2未満ですか? 

扶養したいご家族の今後1年間の年間収入予定額は、 
130万円未満(60歳以上又は障害者の方は180万円未満)ですか? 

扶養したいご家族は失業手当(受給予定者含む)、出産手当金、傷病手当金を受給していますか? 

扶養したいご家族は同居・別居にかかわらず、三親等内(直系尊属は六親等内)ですか? 

透
明 

被扶養者に

はなれませ

ん。 

被扶養者（家族）資格扶養認定 自己点検チャート 

注意事項 

＊1 配偶者や子供の認定、または同居で父母1人のみを扶養し、他に被扶養者がいない場合、『a≧b』を満たす必要はありません。 

 
上記の点検チャートは、一般的なモデルケースを掲載しています。 

扶養認定するためには、扶養したいご家族の年齢と年間収入額ならびに、扶養する社員の家族構成により様々なケースが組み合わさ

れ、状況によっては認定できない場合があります。 
 

扶養したいご家族は、あなたからの日常継続した生活費の援助額・送金額によって 

「主として」生計を維持されていますか？ 

YES 
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